
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すいざわ 

 https://suizawa-yokkaichi.com  suizawahp@gmail.com 

水沢地区市民センター   

水 沢 地 区 団 体 事 務 局  

 

２０２３年３月５日号 ＮＯ．２３ 

329-2001 

329-2323 

「すいざわ センターだより」がカラーで見れます。 

 
センターだより 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、また、気象に関する警報が発令された場合には、掲載した行事な

どが中止・延期・内容変更、各種募集が取り止めになる場合があります。詳しくは、各問合せ先にご確認ください。

お出かけの際は、感染症対策（マスク着用など）をしてお越しください。 

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく 
 生後９１日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の４～６月に狂犬病予防注射を受けさせるこ

とが法律で義務付けられています。「動物病院」または市が行う「集合注射会場」で狂犬病の予防注射

を受けさせてください。なお、水沢地区での集合注射は下記の通りです。 

また、犬の生涯に 1 回の登録と、市内で新たに犬を飼う際の届けもお願いします。 

日 時：４月７日 （金）  １３：００～１３：２０ 水沢地区市民センター 

          １３：４０～１３：５０ 水沢東町集会所 

          １４：１０～１４：２５ 水沢茶屋町構造改善センター 

【持ち物】１．市内に登録のある犬・・・お知らせのハガキ（３月下旬発送予定）と注射費用 

     ２．新たに登録する犬・・・登録費用と注射費用 

       ※市外で登録があり、転入登録する犬は、集合注射会場では受付できません。 

【費 用】＊集合注射 １頭につき３,４００円 

（注射料金２,８５０円＋注射済票交付手数料５５０円） 

     ＊登録    １頭につき３,０００円    

 詳しい内容は、下記までお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。 

 ※新型コロナウイルスの発生状況によっては「集合注射」を行わない場合もあります。 

 【問合せ】保健所 衛生指導課 ３５２－０５９１ 

 

―１― 

シルバー人材センター 会員募集（水沢地区） 
 

 健康で働く意欲のある会員を募集しています。技術・知識・経験を活かしませんか？ 

※四日市市シルバー人材センターの登録が必要です。 

◆対 象：水沢地区在住の６０歳以上の方 

◆内 容：四日市市シルバー人材センターの仕事  

【問合せ】四日市市シルバー人材センター ３５４－３６７０ 

     水沢地区長  田中 武満 ０９０－７６９９－７８８２ 

     水沢地区班長 豊田 末男 ０９０－６３５１－３０２１ 

水沢地区内・・・年２回のボランティア活動 

（学生の通学路の草刈り、清掃など） 

https://suizawa-yokkaichi.com/
mailto:ご意見投稿などはsuizawahp@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🚕四日市市デマンドタクシー運行中🚕 
 

市街化調整区域内の公共交通不便地域にお住まいの方の公共交通利用環境改善のため、予約に応じてタ

クシーを運行するサービスをしています。タクシー料金から利用券を差し引いた残額は、利用者負担とな

ります。利用を希望される方は、利用登録申請書の提出が毎年必要です。過去に利用登録された方には、別

途案内を３月上旬に郵送します。 

１．利用対象者：四日市市内に住民登録があり、市街化調整区域にお住まいの満７０歳以上の方。 

ただし、鉄道駅から８００ｍ、路線バス停から３００ｍ以内にお住いの方を除く。 

（利用対象者かどうかの確認は公共交通推進室までお問い合わせください。） 

２．利用できるタクシー会社：名鉄四日市タクシー、四日市つばめ交通、三交タクシー、三重近鉄タクシー 

勢の國交通、尾高 

３．利用方法：①利用登録〔所定の利用登録申請書を公共交通推進室または、各地区市民センターへ提出〕 

       ②利用登録証と利用券の入手〔申請受付後、２週間程度で郵送（簡易書留）します。 

※利用登録証は、初回登録時のみ発行しますので、過去に利用登録された方には利用券 

のみ郵送します。 

        ♦利用券１枚でタクシー料金から５００円を割り引きます。 

♦利用券の枚数は、１か月あたり８枚。年度分をまとめて郵送します（最大９６枚）。 

        ♦１か月につき８枚が利用の上限です。 

       ③予約〔利用できるタクシー会社の中から選んで、事前に電話予約。駅前などで待機してい

るタクシー車両も利用可。〕 

       ④乗車   ６：００～２３：００（毎日運行）。 

※尾高のみ７：００～ ０：００（毎日運行） 

４．注意事項：令和５年度分の利用申請に対する利用券等の発送は、３月２４日頃から順次行う予定です。 

★詳しくは案内パンフレットをご覧ください。令和５年度版の案内パンフレットはお近くの地区市民セ

ンターに３月８日頃配架する予定です。または、下記までご連絡いただければ案内パンフレットを郵

送いたします。 

【問合せ】公共交通推進室 ３５４－８０９５ ＦＡＸ３５４－８４０４ 

 

―２― 

野焼き（野外焼却）は法律で禁止されています！ 

庭先や空き地などで、刈り草や落ち葉、紙くずなどのごみを焼却（野外焼却）すると、煙や悪臭、灰な

どによって近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、人体に有害なダイオキシン類などの発生の原因にもな

ります。一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。家庭や

事業所から発生するごみは、焼却せず、正しく分別し、決められた方法で適切に処分してください。 

【問合せ】生活環境課 廃棄物対策室 ３５４－４４１５ 

 
 使えなくなった乾電池は２週間に１度ある「資源物の日」に回収しています。 

レジ袋などに入れて「電池」と表記して集積場に出してください。 

 地区市民センターでは回収していませんので、ご理解とご協力をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ 
市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、メンテナンス作業のため、下記のとおり業務を停止

します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■戸籍に関する証明書の発行業務停止：３月２５日（土）１０：００～１３：００ 

 ◆コンビニ交付サービスの一時停止について 
メンテナンス作業のため、下記のとおりコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、 

ご理解とご協力をお願いします。  

■一時停止日：３月２４日（金）１９：：００ ～２５日（土）終日 

<停止するサービス> 戸籍証明書（戸籍謄本・戸籍抄本）・戸籍の附票の写し 

※住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は交付可能。 

３月２６日（日）終日 

<停止するサービス> すべての証明書 

【問合せ】市民課 ３５４－８１５２ FAX３５９－０２８２ 

―３― 

 
令和５年４月１日 
手数料減額スタート 

マイナンバーカードで住民票や証明書が
コンビニで取得できます！しかも安い！ 

〇利用できる証明書と手数料 

※マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字４桁）が必要です。 
 

四日市市ホーム ※発行された証明書の返金・交換は出来ません。 
 
 

四
日
市
市
ホ
ー
ム 

詳しくは、 
四日市市ホームページへ 

四
日
市
市
ホ
ー
ム 

 

・セブンイレブン ・ファミリーマート 
・ローソン    ・ミニストップ 
・イオンリテール      など 
 
※店舗の詳細な情報は、 
各コンビニエンスストア等の 
ホームページをご覧ください。 

利用できる店舗  

  平日・土日祝日とも 
 
 
 （年末年始と点検日を除く） 
  
※各店舗の営業時間が優先されます 

６：３０～２３：００ 

取得できる時間 

 
夜間･休日でも 
取れるんだ！ 

 
５０円もお得！ 
(戸籍は 1００円) 

【問合せ】市民課 ３５４－８１５２ ＦＡＸ３５９－０２８２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

２月定例月議会の議会報告会を、３月２９日（水）、３０日（木）に、常任委員会ごとに４会場で開催します。

（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。

報告会後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、

事前のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。 

 

日 時 

３月２９日（水） ３月３０日（木） 

１８：３０ ～２０：４５ １８：３０～２０：４５ 

常 任 
総   務 産業生活 教育民生 都市・環境 

委員会 

 所 管 

事 項 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防、 

など 

商工業、農林水産業、 

市民生活、文化、 

スポーツ、シティプロ

モーション、市立病院

など 

教育、こども、 

健康福祉など 

道路、住宅、 

上下水道、 

環境衛生など 

 

会 場 

川島地区 

市民センター 
橋北交流会館 

河原田地区 

市民センター 

神前地区 

市民センター 

２階大会議室 ３階第６会議室 ２階大会議室 ２階大会議室 

川島新町１ 東新町２６－３２ 河原田町１５９ 高角町２９７７ 

シティ・ 

ミーティン

グのテーマ 

防災について 
所管事務全般 

について 

小中学校の 

諸課題について 

所管事務全般 

について 

 
※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。 

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候などにより、中止や開催内容が変更となる場合があります。 

※状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性がありますので、あらかじめご了承願います。 

 
【問合せ】 四日市市議会事務局 議事課 ３５４－８３４０ FAX ３５４－８３０４ 

              

口座振替で‼  

納税は、便利で安心な   【問合せ】四日市市 収納推進課 

    ３５４－８１４１ 

  ＦＡＸ３５４－８３０９ 

【令和５年度ごみ収集日程表】 
「広報よっかいち」３月上旬号と同時配布されます。 

※１年間使用します。大切に保管して下さい。 

※ごみの分別については、「ごみガイドブック」をご活用ください。 

―４― 


